
I 型
消防用設備等の種類 耐火建築物 (6階、3,000m2 以下 ) 耐火建築物以外 (3階、2,000m2 以下 )

防火対象物の別	 	 延べ面積m2 4 階以上床面積m2 簡易耐火延べ面積m2 木造、他床面積m2

(1)
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場

1,500 ～ 3,000 300 ～ 3,000 1,000 ～ 2,000 500 ～ 2,000
ロ 公会堂、集会場

(2)

イ キャバレー、ナイトクラブ等

2,100 ～ 3,000 450 ～ 3,000 1,400 ～ 2,000 700 ～ 2,000

ロ 遊技場、ダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を含む店舗
ニ カラオケボックス、漫画喫茶、複合カフェ等

(3)
イ 待合、料理店等
ロ 飲食店

(4) 百貨店、マーケット、展示場等

(5)
イ 旅館、ホテル、宿泊所
ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅

(6)

イ 病院、診療所、助産所
ロ 特定の社会福祉施設（老人ホーム等） 1,000 ～ 3,000 450 ～ 3,000 1,000 ～ 2,000 700 ～ 2,000
ハ 上記以外の社会福祉施設

2,100 ～ 3,000 450 ～ 3,000 1,400 ～ 2,000 700 ～ 2,000

ニ 幼稚園、聾学校、養護学校
(7) 小・中・高等学校、大学、各種学校
(8) 図書館、博物館、美術館

(9)
イ 蒸気、熱気浴場等
ロ イ以外の公衆浴場

(10) 車輛停車場、船舶・航空機発着場
(11) 神社、寺院、教会等 3,000 600 ～ 3,000 2,000 1,000 ～ 2,000

(12)
イ 工場、作業場

2,100 ～ 3,000 450 ～ 3,000 1,400 ～ 2,000 700 ～ 2,000
ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)
イ 自動車車庫、駐車場
ロ 航空機格納庫

(14) 倉庫
(15) 前項に該当しない事業所 3,000 600 ～ 3,000 2,000 1,000 ～ 2,000

(16)
イ 特定防火対象物の複合用途防火対象物

(1) ～ (12) 項まで若しくは (15) 項の用途に供される部分は (1) ～ (12) 及び (15) 項を適用
ロ イ以外の複合用途防火対象物

(16) の 2 地下街
(16) の 3 準地下街

Ⅱ型
消防用設備等の種類 耐火建築物 (4階、1,500m2 以下 ) 耐火建築物以外 (2階、1,000m2 以下 )
防火対象物の別 延べ面積m2 4 階以上床面積m2 簡易耐火延べ面積m2 木造、他床面積m2

(1)
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場

1,500 300 ～ 1,500 1,000 500 ～ 1,000
ロ 公会堂、集会場

(2)

イ キャバレー、ナイトクラブ等

450 ～ 1,500 700 ～ 1,000

ロ 遊技場、ダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を含む店舗
ニ カラオケボックス、漫画喫茶、複合カフェ等

(3)
イ 待合、料理店等
ロ 飲食店

(4) 百貨店、マーケット、展示場等

(5)
イ 旅館、ホテル、宿泊所
ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅

(6)

イ 病院、診療所、助産所
ロ 特定の社会福祉施設（老人ホーム等） 1,000 ～ 1,500 450 ～ 1,500 1,000 700 ～ 1,000
ハ 上記以外の社会福祉施設

450 ～ 1,500 700 ～ 1,000

ニ 幼稚園、聾学校、養護学校
(7) 小・中・高等学校、大学、各種学校
(8) 図書館、博物館、美術館

(9)
イ 蒸気、熱気浴場等
ロ イ以外の公衆浴場

(10) 車輛停車場、船舶・航空機発着場
(11) 神社、寺院、教会等 600 ～ 1,500 1,000

(12)
イ 工場、作業場

450 ～ 1,500 700 ～ 1,000
ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)
イ 自動車車庫、駐車場
ロ 航空機格納庫

(14) 倉庫
(15) 前項に該当しない事業所 600 ～ 1,500 1,000

(16)
イ 特定防火対象物の複合用途防火対象物

(1) ～ (12) 項まで若しくは (15) 項の用途に供される部分は (1) ～ (12) 及び (15) 項を適用
ロ イ以外の複合用途防火対象物

(16) の 2 地下街
(16) の 3 準地下街

パッケージ型消火設備の設置基準


